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●ホームページに加盟条件を掲載し、利用者に安心感を与えるようにしました。

●兵庫県のホームページ掲載情報を専用ホームページで利用者に告知しました。

▶感染対策
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●加盟店から従業員の感染報告があった際は、速やかに農林水産省に報告
しました。（延べ117回）

▶感染対策

●兵庫県も再開時のご利用にあたり、認証店利用を条件とされました。

兵庫県制作販売時配布物
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▶販売停止期間・利用自粛期間
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▶販売停止・利用自粛期間

●販売停止(利用自粛)期間が1年に及びました。

停止期間中は換金業務と共に、主に阪神地区の加盟店に状況説明を兼ねた訪問を行い、

加盟店の不安感の解消に努めました。また反面、業務量は縮小していたので雇用調整助成金

を活用し、スタッフを月ごとで調整するなど、長期延長にかかる全体の費用を抑制しました。

加盟店にはメールでの状況報告、そして兵庫県とは再開に向けた意見交換を継続して行いました。

• 加盟店訪問ではGo To Eatポスタ－・ステッカ－・感染防止対策ポスタ－・新型コロナ追跡シ

ステムQRコ－ドの掲示チェックと共に、店舗入口や手洗い場所に手指消毒用に消毒液が用

意されているか、また店内の適切な換気設備状況、座席配置・テ－ブル間をパーテーションで

区切られているか等を確認しました。（自発的な取り組みとし2021年1月から4月まで実施）

• ホームページ・一斉メール・FAX・郵送でまん延防止・緊急事態宣言中の対応など状況を加盟

店へ節目で発信しました。

• 自粛期間中に食事券を利用される方への注意事項として、諸事情で加盟店が休業している

可能性もある事など、利用者自らも状況をホームページやコールセンターで確認するよう発信し

たことで、食事券を利用出来なかったとの苦情は減少しました。

（気付き：効果的であった取組・内容）

（気付き：今後改善すべき点・内容）

• 停止期間が長期に及び、先行きが見えなかった事もあり、利用者や加盟店から情報が少な

い、早く再開しろとのご意見が頂点に達し、全体でイライラ感が漂う停止期間でした。

• 加盟店は換金に要する手間以外はリスクが無いので、経営者・金融情報の変更や臨時休業

する旨等の事務局連絡を放置されるなど、無責任な姿勢の加盟店が散見されました。

• 加盟にあたり、多少なりともデポジット等を設定すれば「責任」という面で効果があったと思います。

• まん延防止や緊急事態発出の際、自粛要請とは食事券が使えないと解釈された加盟店・利

用者が居られ、自粛を要請しているが利用はできる説明を明確に示すべきでした。

• 無断で利用を断っていると通報があった加盟店には速やかに連絡をとり、事情聴取と加盟店登

録継続の意向を確認し、一部の加盟店は登録を取り消しました。

• 専用ホームページでは緊急事態宣言・まん延防止等重点措置発出の度に兵庫県の見解を

伺いながら状況を説明しましたが、「再開はもう暫くお待ち下さい」としか言えない日々が続き、

ご理解頂ける発信に限界があったのが課題です。

• 食事券の販売・利用を停止した際、引換えもできなくなり、食事券を持っている利用者は使え

る状況に不公平だとの声が多かったです。感染急拡大で仕方なかった状況でしたが、例えば停

止後に一定の引換期間があれば、苦情は緩和できたのではないかと思います。
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●緊急事態宣言・まん延防止等重点措置に翻弄された期間でした。

（産経新聞 2021年4月3日）

（産経新聞 2021年12月30日）

▶販売停止・利用自粛期間
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事務局スタッフが「訪問シート」を持って加盟店を訪問しました（参照Ｐ58）

▶販売停止・利用自粛期間

実際に訪問した加盟店




